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令和８年第２回奈井江町教育委員会議事録 

 １.開会　　12:56

 遠藤局長 ただ今より第２回奈井江町教育委員会を開催いたします。

 相澤教育長 教育委員会ご出席お疲れ様です。さっそく会議に入ってまいります。 

次第３番目になりますが、前回の会議録の承認の説明をお願いします。

 井上主幹 ３．前回（令和８年１月 22 日）会議録説明

 相澤教育長 皆さんから何かございますか。

 委員 ありません

 相澤教育長 それでは、承認とします。

 相澤教育長 ４．報告　報告第１号　教育長行政報告 

１ページをご覧ください。 

２月２日、地域おこし協力隊、ななかま講師として片岡朋香さんに辞令交付

を行っております。 

そして２月 10日、中空知教育長会議にて、例年７月頃に実施している研修

会ですが、開催地区は輪番制で回しているところですが、来年度は砂川市の義

務教育学校が開校することから学校見学を兼ねて砂川市さんで実施すること

となりましたので、事前に共有させていただきます。 

14 日、今年度最後の自主事業としてにて文化ホールにてバレンタインコン

サートを実施しております。 

17 日、学校保健懇談会を、町内の開業医、歯科医、学校関係者、保健福祉

担当等が集まり開催しております。その中で、方波見医師より、４月いっぱい

で閉院するという報告がありました。ただ、４・５月と小中学校で健診業務が

ありますが、そちらの業務については、しっかり担当していただけるというこ

とであります。 

以上、行政報告とさせていただきます。ご質問等ございますか。

 委員 ありません。

 相澤教育長 それでは、報告済みといたします。

 相澤教育長 　続いて、報告第２号「令和８年度教育行政執行方針について」、事務局より

報告をお願いいたします。

 局長 　報告

 相澤教育長 　みなさんから、何かございますか。

 三原委員 　教育ビジョン等で協議した内容がしっかり反映されていてよくまとまって

いると感じました。あと、小学校の辞書引き学習と中学校での体験型ワークシ

ョップというところの話について、どのようなことが教えてもらえたらと思

います。

 井上主幹 　小学校の辞書引き学習ですが、昨年冬の朝活事業の特別授業として、中部大

学の深谷教授に講師に来ていただき、現在デジタル社会の中で、あえて紙の辞

書に触れ、言葉にしっかり向き合う体験をいたしました。辞書を「調べる」た

めではなく「読む」ということを行い。知っている言葉を見つけて付箋をどん

どん貼っていく。知っている言葉でも、辞書を読むことで、本来の意味や、知
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 井上主幹 らなかった意味、文例なども記載されていれば、単語の使い方や文書の作り方

も併せて学べます。付箋を貼っていく事で、付箋の数がどんどん増えていくの

で、行動量の可視化もでき、子ども達はとても夢中に取り組んでいました。そ

れを見ていて、これは単発の特別授業で終わってはもったいないということ

で、教育長の方から、小学校校長先生にお話をしたところ、来年度から小学校

全学年、朝勉強の時間に取り組んでいくということになったところです。 

　中学校の体験型ワークショップは、昨年ななかま中学部で行ったコエルワ

事業「まなび場」を来年度も継続的に行っていくということであります。昨年

は、主として「ななかま中学部」で行ったのですが、とても良い経験になるの

で、中学校としても全生徒が参加できるよう総合学習の中でできないか、とい

う要望もいただいています。ただ、現役大学生を５～６名程度集めてのワーク

ショップになりますので、どうしても大学生の長期休業中に開催することと

なり、中学校側も学校祭の時期であったり、本事業の開催時期の調整がなかな

か難しく、現在、株式会社コエルワとななかま、学校と調整を行っているとこ

ろです。ただ、もし学校での実施が難しかったとしても、極力中学生を呼び込

めるような工夫を行っていきたいと思っています。

 三原委員 　わかりました。

 矢萩委員 　教室に通ってきている子で、辞書引きにはまっている子がいます。難しい言

葉を知っていたので、「何でそんな難しい言葉知ってるの」と聞いたら。「辞書

で調べた」と言っていました。難しい漢字も調べて覚えたと言っていました。

現代デジタル社会はとても便利ですけど、ただ通り過ぎるだけになってしま

う。紙で調べることは手の触覚、読む視覚、そこから考えることで記憶に残る

ので、とても良い取り組みだと思います。

 相澤教育長 　その他、ございませんか。

 委員 　ありません。

 相澤教育長 　それでは報告第２号は報告済みといたします。

 相澤教育長 　続いて、報告第３号「令和８年度教育費予算について」、事務局より報告を

お願いいたします。

 局長 　報告

 相澤教育長 　みなさんから、何かございますか。

 三原委員 　ALT の予算で協力隊と記載がありますが、これは何でしたか。

 井上主幹 　今現在雇用しているジョン先生が、令和８年７月末で任期満了になります

が、ご本人も奈井江町に残りたいという希望がありましたので、協力隊制度を

活用し、引き続き雇用を継続していくこととしています。

 三原委員 　雇用する人が変わるということではなく、協力隊制度になるということで

すね。わかりました。

 相澤教育長 　当初集落支援員という話だったと思いますが。

 井上主幹 　予算編成当初は、集落支援員制度を活用する方向で検討していたのですが、

ヒアリング時に ALT も協力隊制度が活用できると政策推進係の方から情報が

ありましたので、特別交付税措置額も高い協力隊制度をまず活用しようとい

うことで変更しています。協力隊の任期満了後は、集落支援員制度へ移行する
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 井上主幹 予定としています。

 相澤教育長 　その他、ございますか。

 三原委員 　部活動の地域展開の件ですが、予算 2,890 千円の内訳、使い道を教えて下さ

い。

 井内主幹 　基本的には、既存の３つの部活動について地域展開を進めていきます。まず

ファーストステップとして休日ですが、年間 70 日くらいあり、１つの部活に

２人くらいの指導員を配置する予定として、最低賃金×150％×３時間程度の

人件費を計上しています。そして、活動の中で事故対応としての保険料、これ

からアンケートを実施していくこととしていますが、その中で希望に応じて、

色々な体験ができるように外部講師謝礼として 500 千円、その他消耗品とし

て 300 千円を予算計上しているところです。

 三原委員 ４月からですか。

 井内主幹 　昨年末に国からガイドラインが示され、今準備を進めているところです。こ

れから中学校の顧問の方とも協議をしながら、受け皿になる団体とも連携し、

人材バンクへの登録も募っていく予定です。活動の中におけるハラスメント

対策も必要になるので、講師の研修も考える必要があるため、令和８年度中に

整備していく方向でいますが、４月からということはできない状況です。

 矢萩委員 　今後の展開として、近隣自治体、例えば砂川中学校などの部活動に合同とい

ったことや送迎などは可能にならないでしょうか。保護者の方から要望も声

もあったので共有します。

 相澤教育長 　その他ございませんか。

 委員 　ありません。

 相澤教育長 それでは、次第５番「議事」に入ります。 

議案第１号「令和７年度教育費補正予算について」、事務局の説明をお願い

します。

 局長 　説明

 相澤教育長 みなさんから何か質問等ございますか。

 山本委員 　ありません。

 相澤教育長 　それでは、議案第１号は承認といたします。

 相澤教育長 　続いて、議案第２号「奈井江町立学校職員の過重労働による健康障害防止

対策取扱要領について」、事務局の説明をお願いします。

 局長 　説明

 相澤教育長 　みなさんから何か質問等ございますか。

 委員 　ありません。

 相澤教育長 　それでは、議案第２号は承認といたします。

 相澤教育長 　続いて、議案第３号「養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びそ

の例並びに職務の遂行に関する要綱の一部を改正する訓令」、事務局の説明を

お願いします。

 局長 　説明

 相澤教育長 みなさんから何か質問等ございますか。

 委員 　ありません。
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 相澤教育長 　それでは、議案第３号は承認といたします。

 相澤教育長 それでは次第６番「その他」について、事務局より説明をお願いします。

 事務局 ６．その他 

〇教育長より～奈井江商業高等学校閉校関連 

　奈井江商業高等学校同窓会事務局　萬氏との協議 

　・令和８-９年度　閉校記念事業として各種事業に冠を付けていく予定 

　・閉校式　令和９年 10 月 30 日（土）奈井江商業高校体育館※飲食なし 

〇連絡事項 

・教育支援係分～井上主幹説明 

・文化振興係分～井内主幹説明 

　〇次回開催　令和８年３月 25 日（水）午後１時～

 相澤教育長 その他、みなさんから、何かございますか。

 委員 ありません。

 相澤教育長 以上で、第２回教育委員会を終了いたします。

 ７．閉会　13：45


